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【浦安都市計画区域】 

１．都市計画の目標 

（１）本区域の基本理念 

  本区域は千葉県の西部に位置し、東と南は東京湾に面し、北は市川市、西は

旧江戸川を隔て東京都に相対しており、地形は平坦であり、市全体の 7 割強

が公有水面埋立事業により造成された地域である。 

保元 2 年（1157 年）には既に部落が形成され半農半漁の生活が営まれてい

たことから、次第に現在の堀江、猫実、当代島の 3 部落を形づくり、明治 22

年の町村制の施行に伴い堀江村、猫実村、当代島村の 3村が合併し浦安村とな

り明治 42 年 9 月に町制を施行し浦安町へ、また首都圏整備法による近郊整備

地帯内であり、首都東京に隣接していることから、昭和 44 年の地下鉄東西線

の開通を契機に旧市街地の開発が外縁的に拡大され、一方公有水面埋立事業に

伴う大規模住宅開発等により急速な都市化が進み、昭和 56 年 4 月には、千葉

県下 27 番目の市制を施行するに至った。 

本区域は、小さな漁村から、東京都のベッドタウン、さらには東京ディズニ

ーリゾートに象徴されるアーバンリゾートのまちとしての性格も併せ持つよ

うになったが、平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災においては、かつて経

験したことのない液状化による被害が埋立地を中心に発生したことから、この

経験や教訓を生かしたまちづくりを進めてきた。 

  こうした中で、新型コロナウイルス感染症の影響による住民のライフスタ

イルや価値観の変化、人口減少・超少子高齢社会の到来、激甚化する自然災害

への対応、持続可能な発展に向けた行動への取り組みなど、本区域を取り巻く

環境も大きく変化している。 

このような社会状況の変化に対応するため、本区域については、引き続き「人

が輝き躍動するまち・浦安」の実現を基本理念とし、住宅ゾーン・工業ゾーン・

アーバンリゾートゾーンそれぞれの個性や活力を活かしながら、これらのゾー

ンが「拠点とネットワーク」により連携した都市づくりを進めていく。 

また、本区域は埋立地における開発が最終盤となり、成熟期を迎えている中

で、これまで以上に人口構造の変化に対応した安全・安心で魅力あふれるまち

づくりを進めていく。 
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（２）地域毎の市街地像 

  本区域は、地区ごとに特性が異なる「住宅ゾーン」、倉庫・流通・加工・業

務の機能が立地する「工業ゾーン」、テーマパークやホテル、大型商業施設な

どが集積する「アーバンリゾートゾーン」の 3 つのゾーン構成を基本として

構成される。 

 

  住宅ゾーンは、市街地の形成時期により「かつての漁師町で古くから市街化

した地区」と「土地改良事業実施地区」からなる「旧市街地」と「第 1期埋立

地区」、「第 2期埋立地区」 からなる「公有水面埋立事業により造成された

地区」に分類され、地区ごとの課題に応じたまちづくりを推進する。 

  「かつての漁師町で古くから市街化した地区」は、地域資源となる神社や仏

閣など、他の地域にはないまちの風情をもつ一方で、老朽化した木造家屋が密

集し都市基盤が脆弱な区域を有するなど課題を抱える地区であるため、歴史

的な市街地構造や既存の地域資源を活かしながら、居住環境の改善や防災機

能の向上を図る。 

 

「土地改良事業実施地区」は、商業・業務機能と戸建て・集合住宅が併存し

ており、一部の地区では、住宅と工場・事務所の混在がみられている。これら

の地区において、低未利用地を中心に住宅用途への転換が進んでいることから、

住宅と商業・工業など多様な用途が調和した良好な市街地環境の形成を図る。 

また、浦安駅周辺は、商業や経済の拠点として位置付け、「交通機能の強化」、

「商業の振興」、「多様な都市機能の拡充」、「防災機能の向上」を基本的な

柱として、段階的な整備を図る。 

  さらに、シビックセンター地区では、行政・文化・福祉の拠点としての機能

が今後も持続的かつ効率的に発揮されるよう維持・更新を図る。 

 

第 1 期埋立地区は、新浦安駅周辺に本区域の中心商業地を担う都市機能の

集積が図られるとともに、計画的な住宅地開発が進められ、良好な市街地が形

成されてきた地域である。開発時から現在まで継承されてきたゆとりある敷地

規模での戸建て開発や多様な住まいに対応できるよう低層・高層の開発が行わ

れてきたが、開発から 50 年以上経過し、住民の高齢化や建物の高経年化が進

展している。今後はゆとりある居住環境の維持・保全を基本としながらも地区

住民の価値観や人口構造の変化を捉え、引き続き適切な土地利用を図っていく。 

また、少子高齢化が住宅ゾーンの他の地域よりも進んでいる状況もあり、こ

の良好な居住環境を維持保全し、次世代に引き継いでいくことが、引き続き課

題となっている。 
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第 2 期埋立地区は、多様な都市機能の立地を目標に計画的な開発が進めら

れてきた。新規開発も終盤を迎える一方、一部では土地利用の転換が生じてい

ることから、残された未利用地や二次開発が見込まれる街区では、良好な市街

地の保全を基本に、地区の利便性向上や活力が維持されるよう適切な開発を誘

導する。 

  また、本区域における貴重な自然資源や大規模な公園を有する地区である

ことから、水際線の創出や活用を図り、更なる魅力の向上を図る。 

 

  工業ゾーンは、本区域南部の東京湾に面し、鉄鋼流通を中心とした倉庫・流

通・加工・業務の機能が集積している地域であり、特別用途地区や地区計画に

より、工場や事業所の操業環境を保全している地域である。 

  今後も、現在の土地利用を維持しつつ、集積する機能の維持・更新を図る。 

 

  アーバンリゾートゾーンは、舞浜駅周辺のテーマパークやホテル、大型商業

施設などが集積する地域であり、多くの人が訪れる魅力的な地域を形成して

いる。 

  今後も、機能の維持・向上に努めるとともに、より魅力あるゾーンとなるよ

う、機能の集積を図る。 
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２ 主要な都市計画の決定の方針  

（１）都市づくりの基本方針 

①人口減少に対応したコンパクトで効率的な都市構造への転換に関する方針 

本区域は、区域全域が市街化区域となっており、区域内にある鉄道 3駅周辺

（浦安駅、新浦安駅及び舞浜駅）を拠点として、商業・業務機能の集積や、計 

画的な住宅開発がなされている。また、拠点にアクセスする公共交通網の整備

が計画的に進められ、拠点集約型の都市構造が形成されている。 

今後も、この都市構造を維持しながらまちづくりを推進する。 

また、進展する高齢化への対応や環境負荷の軽減を図るため、鉄道やバス等

の公共交通の利用を促進するとともに、まちづくりと一体となった交通環境の

整備など総合的に公共交通や身近な生活利便施設の充実を図る。 

 

②社会インフラ等を活用した多様な産業の受け皿の創出による地域振興に関

する方針 

本区域の臨海部に位置する工業ゾーンは、東京に隣接し、首都高速湾岸線の

インターチェンジに近接する立地特性から、鉄鋼流通を核とした倉庫・流通・

加工・業務機能を有しており、特別用途地区や地区計画が定められていること

で、土地利用の純化が図られており、今後も、良好な操業環境の維持保全を図

る。 

舞浜駅近くに位置するアーバンリゾートゾーンは、テーマパークやホテル、

大規模商業施設などが集積し、国内だけでなく海外からも来訪者を集める魅力

あふれるリゾート地となっており、今後も、更に多くの人に親しまれ、住民が

誇れるリゾート地となるよう、ゾーンの特性を踏まえたふさわしい機能の集積

を図る。 

 

 ③激甚化・頻発化する自然災害への対応に関する方針 

  堀江・猫実・当代島の各地区の一部では、道路が狭く、老朽化した木造家屋

が密集している密集市街地が形成され、火災の延焼拡大や地震時の建物の倒

壊、避難の困難さが懸念されるため、建物の不燃化の促進、道路の新設・拡幅、

未接道宅地の解消や市有地等を活用し、防災に配慮した広場・公園、避難路の

整備などを図る。 

  第 1 期埋立地区及び第 2 期埋立地区においては、幹線道路や下水道施設及

び公共施設等において液状化対策を推進する。 

  区域全域においては、災害に備えた安全性の向上を図るため、建物などの地

震対策の促進等を行うとともに、災害時の一時的な避難場所の確保に取り組

み、災害時の避難場所や活動拠点などとなるよう、防災面に配慮した公園・緑
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地の整備を促進する。 

  また、災害発生時に緊急車両の通行、食料・物資の輸送などの重要な役割を

担う主要な幹線道路のネットワークの強化を図るため、液状化対策や橋りょ

うの耐震化を進めるとともに、無電柱化に取り組む。 

  さらに、日常生活において重要な役割を担っているライフラインについて、

災害時においてもその機能を確保できるようにするため、水道・電気・ガスな

どについては、災害対応力の強化を促進し、下水道については、計画的かつ効

率的な維持管理を行いながら、耐震化や液状化対策などにも取り組むととも

に、公共下水道の更なる普及に努める。 

  加えて、近年、局地化・激甚化する集中豪雨や台風などによる都市型水害に

備えるため、雨水排水施設の整備や水門・排水機場の耐震化を進めるとともに、

高潮や地震などによる水害対策のため、河川や海岸の護岸改修や河口部の水

門と排水機場の整備を推進する。 

 

④自然的環境の保全と質の高い生活環境の整備に関する方針 

脱炭素社会の実現に向けて、本市の環境に関わる全ての主体による省エネル

ギー行動や再生可能エネルギー等の導入、環境にやさしい移動手段への転換、

二酸化炭素の吸収源となるみどりの創出や保全などを行う。 

また、水辺やまちのみどりは、都市生活にうるおいを与える貴重な景観資源

であることから、水辺環境の整備・活用やみどりの創出・保全・育成に取り組

むとともに、これらの更なる魅力の向上を図るため、「かわまちづくり」の推

進など、水と緑のネットワークを強化する。 
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（２）土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

①主要用途の配置の方針 

ａ業務地 

ア.シビックセンター地区 

市役所周辺のシビックセンターコア地区については、行政・文化の拠点

として位置付け、今後も拠点としての機能が持続的かつ効率的に発揮され

るように、機能を集積する。 

また、シビックセンター東野地区については、福祉の拠点として位置付

け、地域ごとに提供する福祉サービスと連携を図りながら、今後とも良質

な福祉サービスを安定的かつ継続的に提供できるように、引き続き業務地

として配置する。 

 

イ. 主要幹線道路沿道地区 

地域や拠点をつなぐ主要な幹線道路とその沿道の地区については、都市

のネットワーク軸として、交通機能や都市機能、環境機能、防災機能を更

に充実させつつ、商業・業務などの利便性の向上や後背地の環境保全を図

るため、周辺の居住環境に配慮しながら、周辺の地区特性に応じた商業・

業務・サービスなどの土地利用の誘導を図る業務地として配置する。 

 

ｂ商業地 

ア.浦安駅周辺 

本区域の商業や経済の拠点を担う商業地として、商業の振興や交通結 

節機能の強化により、多様な都市機能の集積を図る商業地として配置する。 

 

イ.新浦安駅周辺 

 商業、業務、宿泊、文化施設などが立地し、にぎわいのある都市生活

の拠点を担う商業地として、駅前広場の機能強化や道路・交通環境の改

善により、多様な都市機能の集積を図る商業地として配置する。 

 

ウ.舞浜駅周辺 

 舞浜駅周辺は、アーバンリゾートゾーンの玄関口（南側）及び地区住

民にとっての利便性を合わせ持つ生活拠点（北側）として、交通結節機

能の強化とともに、多様な商業サービス機能の充実を図る商業地として

配置する。 
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エ. 近隣商業地区 

浦安駅周辺の幹線道路沿道や日の出・明海・富岡・高洲地区に、日常

生活を支える身近な生活利便施設を備えるとともに、それぞれの拠点性

や地区特性に沿った機能の整備や充実を図る商業地を配置する。 

近隣商業地区のうち、みなと線やフラワー通り、庚申通りの沿道につ

いては、住居系への土地利用の転換が進んでいることから、商業機能に

ついて再編を行う。 

 

オ.アーバンリゾートゾーン 

テーマパークやホテル、大規模商業施設などを舞浜地区に配置する。 

 

ｃ工業地・流通業務地 

鉄鋼通り及び港地区の一部に鉄鋼の流通・加工基地である浦安鉄鋼団地が

立地し、港・千鳥地区には、倉庫・流通・加工・業務などの機能が集積して

おり、長期的な展望のもと、時代の変化にも対応しながら、集積する機能の

維持・更新を図る工業団地として配置する。 

 

 ｄ住宅地 

   第１期埋立地区及び第２期埋立地区にて計画的に開発された住宅地には、

引き続き良好な住環境の維持保全を図るため、戸建住宅や低層の集合住宅

からなる低層住宅地区と中高層の集合住宅からなる中高層住宅地区を配置

する。 

   旧市街地には、既成市街地における良好な居住環境の形成・増進を図る住

宅地を配置する。 

 

②市街地における建築物の密度の構成に関する方針 

ａ商業・業務地 

 駅周辺地区は、多様な都市機能を備える地区として、容積率の緩和なども

視野に入れたさらなる高密度利用を図る。 

 シビックセンター地区は、周辺の居住環境と調和しながら、行政・文化・

福祉等の中心的機能の集積を図る地区として、高密度利用を図る。 

 近隣商業地区は、日常生活を支える身近な生活利便施設を備えるとともに、

それぞれの拠点性や地区特性に沿った機能の整備や充実を図る地区として、

高密度利用を図る。 
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ｂ住宅地 

 第 1 期埋立地区及び第 2 期埋立地区にて計画的に開発された住宅地にお

いては、低密度及び高密度な土地利用を適切に組み合わせる中で、都市の景

観形成や魅力ある街づくりを実現する。 

 堀江・猫実・当代島地区の密集市街地については、密集市街地の解消を図

ることでの低密度利用を促進しつつ、浦安駅に近接する立地特性を活かした

高密度利用を図る。 

 北栄・富士見地区などの土地改良事業実施地区については、主要な幹線道

路周辺を中心に中高層住宅などにより高密度利用を図り、引き続き良好な居

住環境と商業・業務施設などの調和を維持する。 

 

③市街地の土地利用の方針 

 ア.土地の高度利用に関する方針 

  浦安駅周辺地区については、「交通機能の強化」「商業の振興」「多様

な都市機能の拡充」「防災機能の向上」を基本的な整備の方針として、地

区の快適性や防災性、交通の利便性の向上を図るため、土地の高度利用化

を図る。 

  また、新浦安駅周辺地区については、住民の文化活動や交流などといっ

た都市生活の拠点としての機能を充実させるため、にぎわいと魅力の創出

を図りながら、駅前広場の機能強化や道路・交通環境の改善に取り組むた

め、土地の高度利用化を図る。 

 

イ.居住環境の改善又は維持に関する方針 

  堀江・猫実・当代島地区の密集市街地については、地震や火災に対する 

防災機能の向上を図るため、建物の不燃化の促進や道路の新設・拡幅、未

接道宅地の解消、市有地等を活用した防災に配慮した広場・公園、避難路

の整備などを促進する。 

  北栄・富士見地区などの土地改良事業実施地区については、共同住宅な

どにより高度利用化を図り、引き続き良好な居住環境を維持する。 

  また、公有水面埋立事業により造成された地区については、住宅の質の

向上に関する取り組みの支援や住宅の長寿命化、良質な住宅整備を促進し、

安全で安心して住み続けられる住宅機能の確保に取り組む。 

  防災や衛生、景観などの観点から、地区住民の生活環境に深刻な影響を

及ぼすおそれのある空き家等については、空家等対策の推進に関する特別

措置法等に基づき適正な管理を促すなどし、居住環境の改善や維持を図る。 
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 ウ. 市街化区域内の緑地又は都市の風致の維持に関する方針 

  日々の暮らしに息づいた本市の景観を、より良く継承し、また改善しな

がら、人が集い、住み続けたくなる美しい風景を育てていくため、建物の

形態意匠や敷地利用、修景などに関する規制・誘導を行うことにより、そ

れぞれの地区の特性や周辺の街並みに調和した景観の形成や水辺環境の

整備・活用やみどりの創出・保全・育成に取り組む。 

  また、「街路樹や緑道などの緑の軸」と「河川や海岸沿いの水の道」で、

公園緑地などの身近な緑が有機的につながる「みどりのネットワーク」を

さらに充実させ、みどりがうるおいとやすらぎを与え、自然災害から住民

を守るまちづくりを進める。 

 

エ.用途転換、用途純化又は用途の複合化に関する方針 

  当代島地区のうち、準工業地域が指定されている地区については、住居

系への土地利用の転換が進んでいることから、周辺地区の居住環境との調

和を図るため、住居系の用途純化を図る。 

  北栄地区のうち、準工業地域が指定されている地区については、居住環

境と工場等の操業環境の相互に配慮した市街地環境の形成を図る。 

  低層住宅地区については、居住者の高齢化と住宅の高経年化といった環

境の変化に対応するため、身近な生活利便施設の誘導や建物等の機能更新

の促進に向けて良質な居住環境の維持保全に配慮しながら、用途の複合化

を図る。 

  浦安駅及び新浦安駅周辺地区については、商業の振興と多様な都市機能

の拡充を進めるため、周辺の居住環境に配慮しながら用途転換を図る。 
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（３）都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針 

①交通施設の都市計画の決定の方針 

ａ基本方針 

ア. 交通体系の整備の方針 

  本区域は、千葉県の西部に位置し、東京都心と千葉･幕張方面を連携

する位置にあり、鉄道は東京地下鉄東西線が本区域の北部を、ＪＲ京葉

線が中央を通り、広域幹線道路としては、国道 357 号及び首都高速道路

高速湾岸線が本県と東京を結ぶ大動脈として、本区域の中央部を通って

いる。幹線道路としては、縦横方向に適切な間隔で都市計画道路が計画

されており、第 1期埋立地区と第 2期埋立地区の境界部に第二東京湾岸

道路が予定されている。 

  このような状況のもとで道路については、江戸川及び旧江戸川に架か

る限られた橋梁に交通が集中し、交通渋滞が発生しているうえ、広域的

な通過交通の増加も激しいものがあり、また、堀江・猫実・当代島地区

の密集市街地において、防災上、機能上幅員が十分でない道路が多いこ

とが問題となっている。 

  鉄道については、通勤・通学時やテーマパーク閉園時に利用者が集中

し、混雑が発生することから、混雑の緩和や利便性の向上、利用者の安

全確保が求められている。 

  こうした交通問題に対処するため、第二東京湾岸道路や新湾岸道路等

の広域幹線道路や、東京に連絡する都市計画道路 3・1・2号堀江東野線

の整備やＪＲ京葉線の複々線化、鉄道駅のホームドアの整備を促進する

とともに、安全で身近な暮らしを支えていく地域レベルでの道路・交通

ネットワーク形成を目指す。 

  なお、進展する高齢化への対応や脱炭素社会の実現に向け、ユニバー

サルデザインの考え方に基づきながら、歩行者や自転車が安全で快適に

移動できる環境の整備に取り組むとともに、鉄道及びバス交通の利用環

境の向上を図るため、本区域の交通体系の整備の基本方針を次のように

定める。 

 

 ・広域幹線道路、地区幹線道路、主要生活道路、地先道路等、規格の異

なる道路を、適切な密度及び組み合わせで配置することで、あらゆる

住民の生活を支える機能的な道路網の形成を目指す。 

 ・暮らしを支える幹線道路や身近な生活道路の整備を進め、環境や景観

に配慮しつつ、適正な維持管理を図るとともに、歩行空間のバリアフ

リー化や交通安全対策に取り組む。 
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・進展する高齢社会への対応や環境負荷の軽減を図るため、鉄道やバス

交通などの公共交通の充実及び利用促進を図る。 

・道路や河川・海岸沿いの緑地を利用して、歩行者が快適に移動できる

ネットワークの整備を図る。また、自転車駐車場の適正な配置の検討

など自転車利用環境の向上を図る。 

・快適でスムーズな自動車交通の推進を図るため、道路ネットワークの

充実、公共交通機関の利用促進、自転車利用の利便性向上、駐車場の

整備の促進、また違法駐車対策など、交通渋滞の緩和に向けた総合的

な取組を進める。また、東京都とつながり広域間の移動や防災面に寄

与する都市計画道路 3・1・2号堀江東野線や都市計画道路 3・1・7 号

明海鉄鋼通り線の整備を促進する。 

 

イ.整備水準の目標 

【道 路】 

交通体系の整備の方針に基づき、公共交通輸送機関の充実及び道路体

系の整備に努めるものとする。 

都市計画道路網については、現在市街地面積に対し 2.0ｋｍ／ｋｍ2

（令和 2年度末）が整備済みであり、引き続き、交通体系の整備の方針

に基づき、地域の実情に応じて効率的に整備を進める。 

【鉄道、バス】 

 交通体系の整備の方針に基づき、効果的で誰もが利用しやすいネット

ワークの実現や混雑緩和のための輸送力の強化に努めるものとする。 

 

ｂ主要な施設の配置の方針 

ア.道路 

 都市計画道路 3・1・1号東京湾岸道路浦安線に関して、道路渋滞が慢

性化している状況を緩和するため、塩浜立体区間の整備を促進する。 

 また、都市計画道路 3・1・2号堀江東野線に関して、旧江戸川架橋の

整備も視野にいれながら整備を促進する。 

一方、地域道路網の整備については、各道路の種別、役割を明確にし、

沿道環境対策などにも十分配慮しながら整備を行う。 

 

イ.駐車場 

・自動車駐車場 

  駐車場対策については、公民の役割分担のもと、地区特性に応じた

駐車施設整備の促進等に努めていく。 
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・自転車駐車場 

  今後の人口の動向や住民ニーズにあわせた整備等を検討し、住宅や

店舗等の開発に際しては、規模に応じた適正な設置を誘導する。 

 

ｃ主要な施設の整備目標 

おおむね 10 年以内に整備を予定する施設等は、次のとおりとする。 

 

主な施設 名称名 

道路・駅前広場 

都市計画道路 3・1・1号東京湾岸道路浦安線 塩浜立体

区間 

都市計画道路 3・1・2号堀江東野線（仮称）堀江橋 

（注）おおむね 10 年以内に着手予定及び施行中の施設等を含むものとする。 

 

②下水道及び河川の都市計画の決定の方針 

ａ基本方針 

ア.下水道及び河川の整備の方針 

【下水道】 

 著しい都市化が進む本区域において、生活環境の向上や自然環境の保

全の面から、汚水及び雨水処理の役割は重大である。したがって、江戸

川左岸流域関連公共下水道の整備を積極的に行う。 

【河 川】 

本区域内の雨水の排水は、一級河川の旧江戸川ほか 3河川と二級河川

猫実川によって行われている。しかし近年の都市化の進展に伴い、流出

時間の短縮、流出量の増大を生み治水安全度は低下しつつある。 

このような状況の中で低地帯という本区域の特殊性からも、内水排除

に力点をおいた河道整備及び水門、排水機場の整備を図るとともに、流

域が本来有している保水、遊水機能の確保に努める。また、市街地の開

発にあたっては、雨水貯留や浸透施設の整備等、水循環に配慮した総合

的な治水対策を講じる。 

 

イ.整備水準の目標 

【下水道】 

江戸川左岸流域下水道全体計画と合わせ令和 17 年度を目標に公共下

水道処理区域の全体の処理が可能となるよう努め、東京湾流域別下水道

整備総合計画との整合を図る。 

なお、汚水処理施設については、「千葉県全県域汚水適正処理構想」 
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に基づき、施設の整備を進める。 

【河 川】 

     本区域の整備水準は、河川ごと定められる計画規模に基づくものと

する。 

 

ｂ主要な施設の配置の方針 

ア.下水道 

  汚水整備については、都市計画浦安市公共下水道として、当代島・港

地区等の整備を進める。 

雨水については、近年の局地的豪雨等に備え、1時間当たり 60mm の降

雨に対応するため、「浦安市雨水管理総合計画」に基づき、公共用地のオ

ンサイト貯留や雨水貯留管の布設、排水機場の更新を進める。 

 

イ.河 川 

  本区域内の雨水排水に対処するため、境川、堀江川、見明川及び猫実

川の各河川の河道の整備及び保全に努める。 

  さらに、本区域の地理的条件による高潮対策を進める必要があり、旧

江戸川左岸については、耐震対策未着手となっている堀江ドックの耐震

化に併せた再整備に取り組むとともにその他の防潮堤施設の整備に努

める。 

また、境川については、「境川かわまちづくり計画」に基づく境川及び

その周辺の修景整備や境川の利活用の促進などを図る。 

 

ｃ主要な施設の整備目標 

おおむね 10 年以内に整備を予定する施設等は、次のとおりとする。 

   

下水道 

 

 

河 川 

・流域関連公共下水道 

・高洲ポンプ場及び舞浜ポンプ場の耐震化 

・重要な幹線等の耐震化 

・一級河川境川の護岸補強整備 

・二級河川猫実川修景整備  

（注）おおむね 10 年以内に着手予定及び施行中の施設等を含むものとする。 
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（４）市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針 

①主要な市街地開発事業の決定の方針 

ア.堀江・猫実・当代島地区については、従来から低層過密な市街地が形成

されている地域であり、防災面及び居住環境面から公共空地の確保に努め

るとともに、その再整備を図る。 

 

イ. 浦安駅周辺地区については、「交通機能の強化」「商業の振興」「多様な

都市機能の拡充」「防災機能の向上」を基本的な整備の方針として、地区

の快適性や防災性、交通の利便性の向上を図るため、再整備を図る。 



15 

（５）自然的環境の整備又は保全に関する主要な都市計画の決定方針 

①基本方針 

  自然環境と調和し安全で安心して過ごせる快適な居住環境を形成するた

め、公園や道路等の公共施設を中心に、美しいまち並みを支える緑の積極的

な保全・創出を推進する。 

  また、社寺境内等の歴史のある樹木や住宅地のみどりを保全するため、住

民や事業者と連携・協働を図りながら、総合的にみどりのまちづくりを推進

する体制の強化や普及・啓発等の活動並びに維持管理マニュアルづくりによ

り、みどりの量と質の向上に取り組む。 

また、基本方針としては、「みどりがまちをつくる」「みどりがまちをまも

る」「みどりがまちを魅せる」「みどりが人を育む」を設定し、基本理念であ

る「みどりでつながるまち 浦安」の実現に努める。 

 

②主要な緑地の配置の方針 

ａ環境保全系統 

ア.境川は本区域の骨格として、旧江戸川と海岸線は本区域の枠組みとな

る緑地として配置する。また、見明川、堀江川、猫実川沿いは、住民に

密着した緑地空間として配置する。 

イ.都市計画道路等の幹線道路は、緑の連続性を持たせるため街路樹等に

よる緑化を図る。 

ウ.水際線沿いの緑道、緑地の整備を図り、水と緑の調和した連続する空

間として配置する。 

エ.堀江・猫実・当代島地区にある寺社境内のまとまった樹林は、浦安の歴

史的環境保全のため緑地として配置する。 

オ.工場周辺や首都高速湾岸線沿いには、騒音、公害防止として機能する

緩衝緑地帯の配置を図る。 

 

ｂレクリエーション系統 

ア.スポーツを行う施設として、運動公園や地区公園、近隣公園を計画的

に配置する。 

イ.海岸線は広域のネットワークを有する緑道として、河川沿いは身近な

遊歩道として水辺と一体となった緑の配置を図る。 

ウ.公園緑地を有効に活用するため、公園緑地を結ぶルートや散歩道とし

てのルートなどの設定を行い、安全で安心して利用できるウォーキン

グ・ジョギングロードや、サイクリングロードの創出を図る。 
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ｃ防災系統 

ア.災害時の指定緊急避難場所や活動拠点等の防災面に配慮した公園・緑

地の整備を推進する。特に、近隣に指定緊急避難場所に指定されている

公園がない堀江・当代島・北栄などの地区には優先的に整備を推進する。 

イ.市街地に整備されている境川、旧江戸川の河川は、火災時における延

焼防止帯として機能することから緑地としての配置を図る。 

また、河川沿いの道路整備は避難路としての配置を図る。 

ウ.都市公園やオープンスペースは、延焼遅延効果があり身近な一時避難

地としても有効なので緑地として配置を図る。 

エ.避難所として指定されている公園を中心に、防災施設の充実を図る。 

オ.地球温暖化などの影響により、水害の危険性が以前にも増して、高ま

っていることから河川や海岸の護岸改修や整備による治水機能の向上

を図る。 

 

 

ｄ景観構成系統 

ア.親水施設や公園、緑道の整備に取り組み、東京湾に囲まれた地理的特

性を活かし、海からの景観も意識した景観形成を推進する。 

イ.地域の特性や水際線を活かしながら、特色ある公園や緑地の整備を推

進し、うるおいややすらぎのある環境とみどり豊かな景観づくりを進め

る。 

ウ.景観を形成する重要な要素となる道路・河川・公園などの公共施設や

市内にある歴史的建物などは景観上重要な資源として保全・活用する。 

エ.堀江・猫実・当代島地区では、残された歴史的な景観資源を活かし、浦

安市の歴史を伝える風格とにぎわいのある景観を形成する。 

 

ｅネットワーク系統 

ア.みどりのネットワークとして位置づけられる道路は、多様な樹木の連

続した植栽により、快適な歩行空間を確保するとともに、防災時の延焼

を抑制・遅延させる機能をもたせた植栽帯の整備と緑化の推進を行う。 

イ.みどりのネットワークを形成する上で重要な路線は、沿道緑化重点路

線としてその沿道緑化の民有地に対し重点的に緑化を推進する。 
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③実現のための具体の都市計画制度の方針 

ａ公園緑地等の施設緑地 

ア.街区公園は、誘致圏が全面をカバーすることを基本とし配置を図り、ユ

ニバーサルデザインの考え方を踏まえ、周辺の居住環境に調和した公園整

備を推進する。 

イ.近隣公園は、工業ゾーンに（仮称）臨海公園の整備を進める。 

ウ.地区公園については、高洲海浜公園の隣接地において、境川河口部の形

状を活かした住民がみどりと水辺に親しめる空間を創出するための整備

を進める。 

エ.運動公園は、アーバンリゾートゾーンに運動施設の整備を推進する。 

オ.墓地公園は、墓地需要に応じ適切に整備を推進する。 

カ.緩衝緑地は、第 1期埋立護岸用地に配置を図る。 

 

ｂ地域制緑地 

ア.貴重な樹林地である堀江・猫実・当代島地区の社寺境内地の樹林の保全

を図る。 

イ.埋立地の工業団地やホテルは、工業地域の緩衝地として、また、リゾー

ト施設の良好な景観として緑地の存続を図る。 

 

④主要な緑地の確保目標 

おおむね 10 年以内に整備を予定する公園等は、次のとおりとする。 

ａ公園緑地等の施設緑地 

種別 名称等 

墓地公園 墓地公園  

近隣公園 （仮称）臨海公園 

地区公園 高洲海浜公園 

緩衝緑地、緑道 緩衝緑地、緑道 

（注）おおむね 10 年以内に着手予定及び施行中の公園等を含むものとする。 


